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令和元年度病床機能報告の実施について

標記について、別添のとおり、各医療機関に対し周知しましたので、ご了知の上、各医

療機関の報告が円滑に行われますようご配慮願います。
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別添

令和元年 9 月 2 5 日

病床機能報告制度対象医療機関御中

厚生労働省医政局地域医療計画課

令和元年度病床機能報告の実施について

平素から医療行政の推進について御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13の規定に基づき、病院又は診療所であって一般

病床文は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院)という。)は、毎年 7月 1日

時点における病床の機能と2025年の病床の機能の予定、入院患者に提供する医療の内容等を都

道府県知事に報告することとしています。

報告は、調査専用サイトから実施していただきます。各医療機関におかれましては、添付の

マニュアノレ等をご確認の上、期限までに報告を実施いただきますようお願いいたします。

【同封資料】

・病床機能報告に関する作業の概要

-令和元年度病床機能報告マニュアノレ①

.令和元年度病床機能報告マニュアル②

-令和元年度病床機能報告「報告対象外医療機関」申告書・記入要領

.令和元年度病床機能報告紙媒体入手希望申請書・記入要領

・1D ・パスワード通知書(兼送付状)

・返信用封筒

[病床機能報告調査専用サイト】

URL:httn://www.mhlw.g-o.;n/stf/seisakunitsuite/bunva/0000055891.html 

【照会窓口】
「一一一
厚生労働省『令和元年度病床機能報告』事務局(委託先:株式会社三菱総合研究所)
輝義照会窓口

電話(フリーダイヤル)0120-989-459 [平日 9:30-17:30受付1

F:AX番号:0 3 -6 8 2 6 -5 0 6 0 [24時間受付]

※ Fω〈でのお問い合わぜの際は、医療機関 1D、医療機関名、担当者名、所在地、電話番号を必ず
記載のうえ、お問い合わせください。
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【医療機能の選択について】

病床機能報告においては、各病棟の病床が担う医療機能を選択し、ご報告いただきます。

医療機能の選択にあたっての基本的な考え方及び留意点については、同封した 「令和元年度

病床機能報告マニュアノレ①j に記載しておりますのでご参照ください。

特に、高度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、高度急性

期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択していただくようお願いします。
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l 病床機能報告に関する作業の概要

1.報告様式と報告期限の全体像

報告いただく

様式

報告期間

(提出期限)

-報告様式1

・報告様式2 (医療機関A)

報告様式 1: 

令相元年10月1日""10月31日
報告様式2 (医療機関A)

令和元年12月下旬頃

~令和2年1月1ヲ日

-報告様式1

・報告様式2 (医療機関 B)

どちらの様式ち:

令相元年10月1日""10月31日

( ! )報告様式2のみ、作業スケラユールが異なりますので、ご留意ください。

2.作業フローの全体像

-E遭且量逼E・~本日よりご対応いただきたいこと~

-下記の①、②のいずれかに該当するかを確認してください。

-該当する場合は、 9月30固までに、今回同封した「令和元年度病床機能報告「報告対象外医

療機関j申告書J及び「令和元年度病床機能報告紙媒体入手希望申請書jをご提出ください。

(注1)
①報告対象医療機関に該当しない場合(注2)

②紙媒体での報告を希望する方であって、調査専用サイトに掲載されている報告様式をご自

身で印刷することち困難な場合
(注1)提出方法については記入要領1頁を参照下さい。
(注2)報告対象医療機関の定義については、報告マニュアル②の2頁を参照下さい。なお、定義はよ昨年度から

変更はありません。

-STEP2 ""9月25日よりご対応いただきたいこと~

.9月25日に、報告用ウェフ、サイトを開設します。

-適宜、調査専用サイトより報告様式をダウンロードし、入力作業を開始してください。(報告

様式2 (医療機関A)を除く)

EヨJD彊・ "" 1 0月 1日よりご対応いただきたいこと~

. 1 0月 1日より、調査専用サイト上で入力済みの報告様式の受付を開始します。

-1 0月 31固までに、アップロードをお願いします。(報告様式2 (医療機関A)を除く)
(注)報告様式1において高度急性期機能または急性期機能と報告したにもかかわらず、報告様式2において高度急性

期・急性期に関漣す~医療※が全く確認できない病棟については‘報告様式 1 の医療機能の報告を変更する、 ちし
くは報告様式2に含まれていない高度急性期・急性期に関連する医療をどれほど行ったのか、具体的な医療行為名

と実績を報告様式 2の所定の自由記載欄ヘご、記入ください。

※報告マニュアル①の5頁をご参照ください.

圃霊園霊園 "" 1 2月下旬よりご対応いただきたいごと~-. 1 2月下旬より、調査専用サイトより報告様式2 (医療機関A)がダウンロード可能となりま

す。令和2年 1月 17日までに、内容の確認をお願いします。
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病床機能報告

報告マニュアル

<①基本編>

※本書では医療機能の選択にあたっての考え方について記載しています。
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1.病床機能報告の基本的な考え方

病床機能報告は、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を基に、

地域における医療機能の分化・連携を進めることが目的です。各医療機関においては、その有す

る病床において主に担っている医療機能を自主的に選択し、病棟単位で、その医療機能について、

都道府県に報告してください。回復期機能を担う病床が各構想、区域で大幅に不足しているとの誤

解が生じないよう、病床機能報告にあたっては、例えば、「急性期を経過した患者への在宅復帰

に向けた医療」を提供している場合には、現状において、リハビリテーションを提供していなく

てち回復期機能を選択できることや、回復期機能について、「リ)¥.ピリテーションを提供する機

能」や「回復期リ)¥.ピリテーション機能Jのみに限定するちのではないことに留意し、適切な病

床機能を選択することが重要です。

なお、病床機能報告の結果について、医療機能や供給量を把握するための目安として、地域

医療構想調整会議で活用する際は、病床機能報告の集計結果と将来の病床の必要量とを単純に比

較するのではなく、詳細な分析や検討を行った上で‘協議が行われるよう、厚生労働省としても引

き続き、先行している県の取り組みを紹介する等の技術的な支援を行っていきます。

2.病院

2 -1.各病棟の病床が担う医療機能について

病床機能報告においては、病棟ごとに病床が担う医療機能をご報告いただきます。各医療機

関のご判断で、下表の4つの中から 1つご選択ください。

なお、看護人員配置別に設定されている入院基本料と病床機能報告上の医療機能との関係に

ついては、看護人員配置が手厚いほど医療密度の濃い医療を提供することが期待されて診療報酬

が設定されておりますが、病床機能報告においては、看護人員配置が手厚い場合であっても、実

際に提供されている医療機能を踏まえて報告するものです。

1 
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医療機能の名称 医療機能の内容。急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に局い医療を提

供する機能

※以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもっ

て、ただちに高度急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など

実際に提供されている医療内容の観点から、高度急性期機能と判断されるものにつ

いて適切に報告すること。

-一般病棟入院基本料(急性期一般入院料 1-3) 

-特定機能病院入院基本料(一般7対1入院基本料)

-専門病院入院基本料(一般7対1入院基本料)

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例

救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回

高度急性期機能 復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室など、急性期の患者に対して診療密

度が特に高い医療を提供する病棟

※算定する特定入院料の例

-救命救急入院料(救命救急入院料 1-4)

-特定集中治療室管理料(特定集中治療室管理料 1-4) 

-ハイケ7ユニット入院医療管理料 (11イヤ7工ツト入院医療管理料 1-2) 

-脳卒中ケ1J.ニット入院医療管理料

-小児特定集中治療室管理料

-新生児特定集中治療室管理料(新生児特定集中治療室管理料 1-2) 

-総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料、新生児集中治療室

管理料)

-新生児治療回復室入院医療管理料。急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

※以下の入院基本料の算定病棟を含め、特定の入院基本料を算定していることをもっ

て、ただちに急性期機能であることを示すものではない。医療資源投入量など、実

際に提供されている医療内容の観点から急性期機能と判断されるものについて適

切に報告すること。

-一般病棟入院基本料(急性期一般入院料 1-7) 

急性期 機能 -特定機能病院入院基本料(一般7対1入院基本料、一般 10対1入院基本料)

-専門病院入院基本料(一般7対1入院基本料、一般 10対1入院基本料)

〔一般病棟入院基本料(糊ー吋料14) 〕
専門病院入院基本料(一般 13対1入院基本料)

※算定する特定入院料の例

-地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料 1-4、地域包括ケア入院医療管理

料1-4)。急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリナーシヨンを提供す

る機能。特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、 ADLの

向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リ

ハピリテーション機能)

※以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている

回復期機能
医療内容の観点から回復期機能と判断されるものについて適切に報告すること。

-一般病棟入院基本料(急性期一般入院料4-7、地域一般入院料 1-3) 

-特定機能病院入院基本料(一般 10対1入院基本料)

-専門病院入院基本料(一般 10対1入院基本料、一般 13対1入院基本料)

※算定する特定入院料の例

-地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料 1-4、地域包括ケア入院医療管理

料1-4)

-回復期1}lIt''}j-ーション病棟入院料(回復期IJllt'lJテーション病棟入院料 1-6) 

2 
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慢性期 機能

0 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

0 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジスト口

フィー患者又は難病患者等を入院させる機能

※以下の入院基本料の算定病棟を含め、医療資源投入量など、実際に提供されている

医療内容の観点から慢性期機能と判断されるものについて適切に報告すること。

・一般病棟入院基本料(地域一般入院料1-3) 

・専門病院入院基本料(一般 13対 1入院基本料)

・療養病棟入院基本料(療養病棟入院料 1-2) 

※算定する特定入院料の例

-特殊疾患入院医療管理料

-特殊疾患病棟入院料(特殊疾患病棟入院料 1-2)

〔諮問7病棟入院料(地域包括ケア病棟入院料1-4 地域包括ケア入院医療〕

3 
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2 -2.ご報告いただく医療機能の時期

各病棟の病床が担う医療機能は、下表に示す時点ごとに、それぞれ選択し、ご報告いただきま

す。

※ 昨年度 (30年度)の病床機能報告から、 2025年時点の医療機能の報告が必須となりました。

時点 回答の仕方

2019 (令和見)年7月1日 令和元年7月1日時点で当該病棟が担つ医療機能1;:::ついて、いずれか 1つ
時点の機能 選択してご記入ください。

2025年7月1日時点の機 2025年7月1日時点で当該病棟が担つ予定の医療機能1;:::ついて、いずれ
能(必須) か1つ選択してご記入ください。

2025年7月1日時点の病 2025年7月1日時点で当該病棟1;:::予定している病床数1;:::ついて、ご記入
床数(必須) ください。

2025年7月1日までに変 2025年7月1日時点の病床の機能の予定1;:::向けて、変更予定がある場合
更予定がある場合 は、その変更予定年月、変更後の機能、変更後の病床数についてちご記入

ください。

2 -3.医療機能の選択における基本的な考え方

病床機能報告においては、病棟が担う医療機能をいずれか 1つ選択して報告することとされて

いますが、実際の病棟には様々な病期の患者が入院していることから、下図のように当該病棟に

おいて最古多くの割合を占める患者に相当する機能を報告することを基本とします。

なお、病床機能報告は、医療機関のそれぞれの病棟が担っている医療機能を把握し、地域にお

ける医療機能の分化・連携を進めることを目的として行われるものであり、病床機能報告におい

ていずれの医療機能を選択されても、診療報酬上の入院料等の選択等に影響を与えるものではあ

りません。

ある病棟の患者構成イメージ

A病棟

B病棟

C病棟

D病棟

4 

各々の病棟については、

。 『高度急性期機能」

。 「急性期機能」

。 『回復期機能J

『慢性期機能J

として報告することを基本とします。
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2 -4.医療機能の選択における留意点

診療報酬上では、看護人員配置が手厚い ほ ど 医 療 密 度 の 濃 い 医 療 を 提 供 す る こ と が 期 待 さ れて

点数が設定されておりますが、病床機能報告においては、看護人員配置が手厚い場合であってち、

実際に提供さ れ て い る 医 療 機 能 を 踏 ま えてご報告いただきます。

0 下表に掲げる高度急性期・急性期に 関連する医療を全く提供していない病棟については、高

度急性期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択してください。なお、下表に掲げ

る医療を全く提供していないにちかかわらず、高度急性期機能又は急性期機能と報告される

場合は、下表に掲げるちの以外にどのような医療行為を行ったのかを別途、ご報告いただく

必要があります。(報告様式2の 項目 13を参照)

高度急性期・急性期に関連する医療行為は、報告様式 1、報告様式2の報告項目のうち以下に掲げるものロ

力ァコ.リ 具体的な項目名

分娩 分娩(正常分娩、帝王切開を

※報告織主主 1 含む、死産を除く)

幅広い手術
手術(入院外の手術、輸血、

全身麻酔の手術 人工心肺を用いた手術
輸血管理料は除く)

※報告織式2 項目 3 胸腔鏡下手術 腹腔鏡下手術

悪性腫湯手術 病理組織標本作製 術中迅速病理組織標本作製

がん患者指導管理料イ及び
放射線治療 化学療法

口
がん・脳卒中・心筋梗

抗悪l性腫療剤局所持続注入
肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫

超急性期脳卒中加算
塞等への治療 療剤肝動脈内注入

※報告椴式2 項目 4 脳血管内手術 経皮的冠動脈形成術 入院精神療法(I)

精神科リエゾンチーム加算 認知症ケア加算1 認知症ケア加算2

精神疾患診療体制加算1及び 精神疾患診断治療初回加算

2 (救命救急入院料)

八イリスク妊産婦共同管理
八イリスク分娩管E勤日算

料 (n)
救急搬送診療料

観血的肺動脈圧測定 持続緩徐式血液i慮過
大動脈JUレーンパンピング

重症患者への対応 j去

※報告織主主2 項目 5 経皮的循環補助法(市。〉アカテテ 補助人工心臓・ 4面込型補助人 頭蓋内圧持続測定 (3時聞を

J~を用いたもの) 工心臓 超えた場合)

人工，心肺 血祭交換療法 吸着式血液浄化法

血球成分除去療法

院内トリア一三;;実施料
夜間休日救急搬送医学管理

救急医療管理加算1及び2
料

救急医療の実施
在宅患者緊急入院診療加算 救命のための気管内挿管

体表面ペーシンク‘法又は食

※報告織式2 項目 6 道ペーシンクー法

非開胸的心マッサ一三;; カウンターショック 心膜穿刺

食道圧迫止血チューブ、挿入法

中心静脈注射 呼吸tじ、拍監視 酸素吸入

全身管理
観血的動脈圧測定(1時間を ドレーン法、胸腔若しくは腹 人工呼吸 (5時聞を超えた場

超えた場合) 腔洗浄 合)
※報告織式2 項目 8

経管栄養・薬剤投与用カテー
人工腎臓、腹膜潅流

テル交換法
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0 特定機能病院における病棟については、一律に高度急性期機能を選択するものではありませ

ん。 12-3，医療機能の選択における基本的な考え方jをご参考のうえ、個々の病棟の役割

や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。

o r急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療Jを提供している場合には、現状におい

て、リハビリテーシヨシを提供していなくても回復期機能を選択できることとされています。

回復期機能については、「リハビリテーションを提供する機能Jや「回復期リ)¥ビリテーシヨ

ン機能Jのみに限定するものではありません。

0 地域包括ケア病棟については、当該病棟が主に回復期機能を提供している場合は回復期機能

を選択し、主に急性期機能を提供している場合は急性期機能を選択するなど、個々の病棟の

役割や入院患者の状態に照らして、医療機能を適切に選択してください。

2 -5.病棟の統廃合等を予定している場合の留意点

医療機能は、現状のみならず 12025年 7月 1日時点における病床の機能の予定」についてち

ご報告いただきます。その際、今後、病棟構成の変更(医療機関の統合を含む)を予定している

場合は、以下の点にご留意ください。

今後、病棟再編などにより現在の病棟を複数に分割する場合には、分割時に多く残す機能

のご予定を 12025年 7月 1日時点における病床の機能の予定Jとしてご報告ください。

病棟の統合予定がある場合は、統合前の全ての病棟について、 12025年 7月 1日時点に

おける病床の機能の予定Jには同一の医療機能を選択し、自由記入欄に 10年O月に00

病棟、 00病棟と統合予定」など、コメントをご記入ください。

病院の統合予定がある場合ち同様に、現時点でご回答いただける範囲で、 12025年 7月 1

日時点における病床の機能の予定」について、病棟ごとにご回答ください。その際、自由

記入欄にち、状況について詳細にご記入ください。
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3.有床診療所

3 -1.有床診療所における医療機能について

有床診療所については、施設全体を 1病棟と考え、施設単位でご報告いただきます。医療機能

については、下表の4つの中から 1つをご選択ください。

※ 有床診療所には様々な患者が入院していることを踏まえてご回答ください。

医療機能の名称 医療機能の内容

高度急性期機能
0 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提

供する機能

急性 期 機 能 0 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

0 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーシヨンを提供

する機能

回復期機能 0 特に、急性期を経過した脳血官疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、 ADLの

向上や在宅復帰を目的としたり八ピリテーションを集中的に提供する機能(回復

期リハビリテーション機能)

0 長期にわたり療餐が必要な患者を入院させる機能
慢 性期機1 能 0 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋三:;ス卜

ロフィー患者又は難病患者等を入院さぜる機能

有床診療所は、病床数が 19床以下と小規模であり、また、地域の医療ニーズに対応して多様

な役割を担っていることを踏まえ、以下のような機能の選択の例が考えられます。

(例)

産科や整形外科等の単科で手術を実施している有床診療所→急性期機能

在宅患者の急変時の受入れや急性期経過後の患者の受入れ等、幅広い病期の患者に医療

を提供している有床診療所→急性期機能文は回復興月機能のいずれか

病床が全て療養病床の有床診療所 '→慢性期機能

3 -2.有床診療所の病床の役割として担っている機能について

有床診療所については、医療機能とは別に、有床診療所の病床の役割として担っている機能に

ついて、次の①~⑤よりご選択のうえ、ご報告いただきます(複数選択可)。

①病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受け渡し機能

②専門医療を担って病院の役割を補完する機能

③緊急時に対応する機能

④在宅医療の拠点としての機能

⑤終末期医療を担う機能
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(参考)病床機能報告制度の概要

病床機能報告制度とは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律(平成 26年法律第 83号)により改正された医療法(昭和 23年法律第 205

号)第 30条の 13に基づいて実施する制度です。

<参考>

0 医療法(昭和 23年法律第 205号) (抄)

第三十条の三 (略)

2 (略)
六地域における病床の機能(病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。

以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する基

本的な事項

3 (略)

第三十条の三の二厚生労働大臣は、前条第二項第五号文は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するため

に必要があると認めるときは、都道府県知事文は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の

開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必

要な情報の提供を求めることができる。

第三十条の十三病院又は診療所であって一般病床又は療養病床を有するもの(以下「病床機能報告対象病院等」

という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところ

により、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分J
という。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければ

ならない。

一厚生労働省令で定める日(次号において「基準日jという。)における病床の機能(以下「基準日病床機能j

という。)

二基準日から厚生労働省令で定める期聞が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能J
という。)

三当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容

四その他厚生労働省令で定める事項

2・3 (略)

4都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及ひ第二項の規定により報告された事項を公表

しなければならない。

5都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が輝一項若しくは第二項の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理者をしてその

報告を行わぜ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

6都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開

設者がこれに従わな力、ったときは、その旨を公表することができる。

第九十二条第三十条の十三第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

※ 法律上は、医療機聞から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のた

め、厚生労働省は株式会社三菱総合研究所に、事務局機能、全国共通サーバの整備等を一部業務委託し

ています。
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， 1.病床機能報告制度について

1-1.病床機能報告制度の概要

病床機能報告制度とは、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係

法律の整備等に関する法律・(平成 26年法律第 83号)により改正された医療法(昭和 23年

法律第 205号)第 30条の 13に基づいて実施する制度です。

<参考>

0 医療法(昭和 23年法律第 205号) (抄)

第三十条の三 (略)

2 (略)

六地域における病床の機能(病院文は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容をいう。

以下同じ。)の分化及び連携並びに医療を受ける者に対する病床の機能に関する情報の提供の推進に関する

基本的な事項

3 (略)

第三十条の三の二厚生労働大臣は、前条第二項第五号又は第六号に掲げる事項を定め、又はこれを変更するため

に必要があると認めるときは、都道府県知事文は第三十条の十三第一項に規定する病床機能報告対象病院等の

開設者若しくは管理者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同項の規定による報告の内容その他の必

要な情報の提供を求めることができる。

第三十条の十三病院又は診療所であって一般病床文は療養病床を有するちの(以下「病床機能報告対象病院等」

という。)の管理者は、地域における病床の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところ

により、当該病床機能報告対象病院等の病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区

分Jとし1う。)に従い、次に掲げる事項を当該病床機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなけ

ればならない。

一厚生労働省令で定める日(次号において「基準日Jという。)における病床の機能(以下「基準日病床機

能」という。)

二基準日から厚生労働省令で定める期聞が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機

能jという。)

三当該病床機能報告対象病院等に入院する患者に提供する医療の内容

四その他厚生労働省令で定める事項

2・3 (略)

4都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表

しなければならない。

5都道府県知事は、病床機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をぜず、又は虚

偽の報告をしたときは、期聞を定めて、当該病床機能報告対象病院等の開設者に対し、当諒管理者をしてその

報告を行わせ、文はその報告の内容を是正させるごとを命ずることができる。

6都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた病床機能報告対象病院等の開

設者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第九十二条第三十条の十三第五項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

※ 法律上は、医療機関から都道府県知事にご報告いただくこととなっていますが、事務作業の効率化のた

め、厚生労働省は株式会社三菱総合研究所に、事務局機能、全国共通サーバの整備等を一部業務委託し

ています。
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1-2.報告対象となる医療機関の範囲

1) 報告対象となる医療機関

‘・

令和元年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・歯科

診療所)は、報告対象です。

※ 許可病床として一般病床あるいは療養病床を有しているちのの休床中の医療機関、健診や治験、母体保

護法にちとつ、く利用のみで診療報酬請求を行っていない医療機関ち報告対象となります。

ただし、一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所(診療所・歯科診療所)であっ

ても、下記 2)における rc. J、 r d. J、 r e. Jに該当する場合は報告対象外となり

ます。

※ 一般開放している場合は、自衛隊病院等ち報告対象となります。

2) 報告対象外となる医療機関

以下に該当する医療機関については、報告対象外となります。令和元年度病床機能報告の

実施依頼があった医療機関において報告対象外に該当する場合は、 「報告対象外医療機関』

申告書記入要領に従って「報告対象外医療機関」申告書の所定項目にご記入のうえ、 9月30

日(月)まで(必着)に事務局あてにご提出ください。

a.一般病床・療養病床を有していない医療機関

※ 許可病床として精神病床のみ、結核病床のみ、感染症病床のみを有する医療機関

b.都道府県に全許可病床を返還済み又は令和2年3月31日までに返還予定(無床診療所

に移行予定)である医療機関

C.特定の条件に該当する医療機関

0 刑事施設等や入国者収容所等の中に設けられた医療機関や皇室用財産である医療機関

(宮内庁病院)

O 特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機関であって、保険医療機

関でないもの(地域における病床の機能分化・連携の推進の対象とはならないものであ

るため、病床機能報告を省略しても差し支えありません。)

※ 一般開放している場合は、自衛陣病院等であっても報告対象となります。

d.休院・廃院済み又は令和2年3月31日までに休院・廃院予定である医療機関

e.令和元年7月2日以降に新たに開設した医療機関

¥ 
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y 

1-3.報告対象となる病棟の範囲

1) 病院における報告対象病棟

病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の 1単位をもって病棟と取り扱いま

す。ただし、特定入院料(※)を算定する治療室・病室については、当該施設基準の要件を

満たす体制の1単位をもって病棟として取り扱うちのとします。

※ 特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4、地域包括ケア入院医療管理料1"'4を算定する場合

は除きます。

病院においては、医療法第7条第 1項から第3項にもとづいて開設許可を受けている一般

病床・療養病床を有する病棟のみが報告対象となります。また、許可病床として一般病床・

療養病床を有する病棟の場合は、休棟中の病棟であっても f病棟票」の作成が必要となりま

す。

精神病床のみの病棟等は報告不要ですが、その場合にち「施設票Jには、一般病床・療養

病床以外の病床を含む貴院の全病床を対象としてご回答ください。なお、基準病床数制度に

おいて特例とされている特定の病床等ち含めてご報告ください。

2) 有床診療所における報告対象病棟

有床診療所については施設全体を 1病棟と考え、施設単位でご報告ください。

また、有床診療所においては「医療機能j、 「有床診療所の病床の役割」、 「病床数J、

「人員配置」、 「入院患者数J、 「具体的な医療の内容に関する項目」等の一定の項目に限

りご報告が必須となり、それ以外の項目については任意項目となります。なお、全病床が休

床中である有床診療所においてち、下記にしたがってご報告いただく必要があります。

【全病床が休床中である有床診療所の報告方法】

①以下のいずれか文は両方に該当する場合は、全ての必須項目について報告する必要があります。
・令和元年 7月 1日時点で地方厚生(支)局長への入院基本料の届出がある場合

-平成 30年 7月 1日~令和元年 6月 30日の期間に椋働病床がある場合

②入院基本料の届出がなく、過去1年間の稼働病床がない有床診療所は、報告様式1においては以

下の項目のご報告は不要となりますが、それ以外の必須項目については報告が必要です。また、報

告様式2では、 「休床等により報告項目はすべてOJにチェックのうえ、ご報告いただく必要が事
ります。

r7.職員数のうち、②入院部門j r9.入院患者数の状況J

※ fs.許可病床数・糠働病床数Jのうち、稼動病床数は必須項目ですが、当該欄にゼ口を記入

する場合でち、今後、稼働の予定がある場合や、その他入院患者の受入れを再開する可能性が

ある等の場合は、必要に応じて自由記入欄にその旨をご記入ください。
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2.報告様式の入手か5提出までの流れ

2 -1.報告様式の種類

ご提出いただく様式は、 「報告様式 1Jおよび「報告様式2Jの2種類になります。

また、報告様式については、電子媒体、紙媒体のいずれかをご選択いただきます。

報告櫛式の種類 報告項目

病院用[基本票・施設票・病棟票] I各病棟の病床が担う医療機能

報告機式1
有床診療所用

Eその他の具体的な項目

E①造設備 ・人員配置等に関する項目

報告様式2 6月診療分であり 7月審査分の「電子 Eその他の具体的な項目

{医療機関A (※3)) 入院レセブトJ(※1)がある医療機関 E②具体的な医療の内容に関する項目

報告様式2 上記以外の医療機関(※2)

(医療欄間B (※3)) 

(※1)電子レセブトによりオンラインまたは電子媒体(フレキシブ〕レディスク (FD)、光ディスク (MO)、光テ‘ィ

スク (CD-R))で請求を行っている医療機関

(※2)介護療養病床における入院であるために入院外レセブトで請求を行っている医療機関、 6月診療分を8月以

降の審査で請求している医療機関、紙レセブトにより請求を行っている医療機関等

(※3)報告様式 1①基本票の「報告様式2の提出方法判定」結果にもとづく区分

2 -2.報告までの流れ

報告様式 1の入手方法と提出方法(概要)は以下のとおりです。詳細は該当ペーラを参照

してください。報告様式 1の電子媒体の入手は、今年度から調査専用サイトより行っていた

だく必要があります。

Exce Iファイルの様式を希望

する医療機関(推奨)

紙の様式を希望する医療機

関

=争

=争

入手方法

調査専用サイトよりダウンロード

(p .12参照)

調査専用サイトよりダウンロード

(推奨) (P.12参照)

紙媒体入手希望を申請 (P.16参

照)

提出方法

調査専用サイト上で報告(推奨)

(P.20参照)

紙の様式を郵送 (P.24参照)

報告様式2の入手方法と提出方法(概要)は以下のとおりです。百羊細は該当ページを参照

してください。報告様式2の電子媒体の入手は、今年度から調査専用サイトより行っていた

だく必要があります。

入手方法 提出方法

Excefファイルの様式を希

報告様式2
望する医療機関(推奨)

=争

調査専用サイトよりダウン
調査専用サイトで報告(推

ロード (12月下旬予定)

(P.7"'-'8参照)
奨) (P.20参照)

(医療機関A)
紙の様式を希望する医療

機関

紙媒体入手希望を申請・発

送 (12月下旬予定) (P.16 紙の様式を郵送 (P.24参照)

参照)

=争
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Excelファイルの様式を希

望する医療機関(推奨)
=今

調査専用サイトよりダウン 調査専用ザイ卜上で報告〈推

ロード (P.12参照) 奨) (P.20参照)

報告織式2

(医療機関S) 紙の様式を希望する医療

機関

調査専用サイトよりダウン

ロード(推奨) (P.12参

照) 紙の様式を郵送 (P.24参照)

紙媒体入手希望を申請

=争

(P.16参照)
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病床機能報告に関する作業の概要

1.報告様式と報告期限の全体像

報告期間

(提出期限)

| 電子レセブトω 診療報酬請求を

行っている医療機関

-報告様式1

JE告様式2 (医療機閏A)

報告様式 1: 

令和元年10月1日"-'10月31日

報告様式 2 (医療機関A)

令和元年12月下旬頃

~令和2年1月17日

-報告様式1

・報告様式2 (医療機関B)

どちらの様式ち:

令和元年10月1日"-'1 0月31日

( ! )報告様式2のみ、作業スケジュールが異なりますので、ご留意ください。

2.作業フローの全体像

-E週且畢...__~本日よりご対応いただきたいこと~

-下記の①、②のいずれかに該当するかを確認してください。

-該当する場合は、 9月30日までに、今回同封した「令和元年度病床機能報告「報告対象外医

療機関J申告書j及び「令和元年度病床機能報告紙媒体入手希望申請書」をご提出ください。

(注1)

①報告対象医療機関に該当しない場合(注2)

②紙媒体での報告を希望する方であって、調査専用サイトに掲載されている報告様式をご自

身で印刷することち困難な場合
(注 1)提出方法については記入要領1頁を参照下さい。
(注 2)報告対象医療機関の定義については、報告マニュアル②の2買を参照下さい。なお、定義は、昨年度から

変更はありません。

-E軍Eヨ:;DI・ "-'9月25日よりご対応いただきたいこと~

. 9月25日に、報告用ウェブ‘サイトを開設します。

-適宜、調査専用サイトより報告様式をダウンロードし、入力作業を開始してください。(報告

様式 2 (医療機関A)を除く)

置璽":1.圃 "-' 1 0月1日よりご対応いただきたいこと~

. 1 0月1日より、調査専用サイト上で入力済みの報告様式の受付を開始します。

-1 0月31日までに、アップロードをお願いします。(報告様式2 (医療機関A)を除く)
(注)報告様式1において高度急性期機能または急性期機能と報告したにもかかわらず、報告様式2において高度急性

期・急性期に関連するE療※が全く確認できない病棟については、報告様式 1の医療機能の報告を変更する、ちし

くは報告様式2に含まれていない高度急性期・急性期に関連する医療をどれほど行ったのか、具体的な医療行為名

と実績を報告様式2の所定の自由記載欄ヘご記入ください。

※報告マニュアル①の5頁をご参照ください。

置蓮田-"-' 1 2月下旬よりご買す応いただきたいこと~

. 1 2月下旬より、調査専用サイトより報告様式2 (医療機関A)がダウンロード可能となりま

す。令相 2年 1月 17固までに、内容の確認をお願いします。
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2 -3.報告における留意点

区 本マニュアルの送付状に記載されている『医療機関 IDJ. rJt~.ワードJ は、ご報
告、修正の際に必要となります。

令和2年3月末まで大切に保管してください。

また、報告様式 1、報告様式2を提出した後に報告内容に修正があった場合は、当

該部分をご修正のうえ、当該報告様式の全ての調査票を再度ご提出ください。

※同一医療機聞から報告期間内に復数回の報告があった場合は、最後にご報告いただいた情報を正式なデ

ータとして取り扱います。

1)報告様式1における留意点

報告様式 1には、 「病院用」の様式(基本票・施設票・病棟票で構成)と「有床診療所

用」の様式(有床診療所票で構成)がありますb 貴院の施設種類に応じて正しい様式をご選

択のうえ、ご報告ください。

また、報告様式 1については、 10月31日(木)まで(必着)に提出された報告内容にお

いてデータ不備が確認された場合、随時、事務局からデータ不備内容の修正依頼を行います

(Eメールまたは電話のいずれか)。データ不備の修正については、 1月17日(金)まで

(必着)に事務局あてにご提出ください。

※ データ不備の修正においては、修正箇所のみでなく、当該報告様式の全ての調査票を再提出いただく必

要があります。

2)報告様式2における留意点

報告様式2を用いた rrr②具体的な医療の内容に関する項目Jに関する報告に当たって、

令和元年度病床機能報告では病棟単位でご報告いただくこととなります(病院のみ対象。有

床診療所は除く)。

なお、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている医療機関は、病棟コードの入力の有

無により報告方法が異なります。報告方法の詳細につきましては、 P.llをご参照ください。

※ 本項目についてのご回答は可能な範囲で構いまぜん。

r6月診療分であり 7月審査分の電子入院レセプ卜がある医療機関Jへは、厚生労働省に

おいて必要な項目の集計を行い、集計結果が入った報告様式2が12月下旬より、調査専用

サイトにてダウンロード可能となります。集計内容についてご確認、およびご修正いただ

き、 1月17日(金)までに事務局あてにご返信ください。

なお、送付された集計内容について確認した結果、修正が必要ない場合、または6月診療

分の入院レセプトがない場合等についても、報告は必須です。

各医療機関の集計内容は、業務委託先(株式会社三菱総合研究所)から発送する予定です

(12月下旬発送予定)。なお、業務委託先は、契約により知得した内容を契約の目的以外

に利用すること、若しくは第三者に漏らしてはならないこととする契約を厚生労働省と結ん

でいます。

※ 電子レセプトによる診療報酬請求とは、オンラインまたは電子媒体(フレキシブルディスク (FD)、光
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ディスク (MO)、光ディスク (CD-R))で請求を行っていることを指します。

※ 介護療養病床において医療の給付を受けた場合の請求では「入院外レセブ卜Jを使用するため、入院レ

セブ卜を集計した結果には含まれません。

16月診療分であり 7月審査分の電子入院レセブ卜がある医療機関J以外の医療機関は、

調査専用サイトより「報告様式2Jをダウンロードいただくか、電話または FAXにて10月

31日(木)までに事務局へご連絡いただき、 FAXの場合はご記入された「紙媒体入手希望申

請書」をご送付ください。

報告様式2において高度急性期・急性期に関連する医療項目※の報告がなく、当該病棟の

報告様式 1において「高度急性期機能Jまたは「急性期機能Jを選択された場合、医療機能

の整合がみられないため、報告様式1の医療機能を変更いただくか、ちしくは報告様式2の

所定の自由記載欄に実施した具体的な高度急性期・急性期に関連する医療項目と実績文はど

のような医療機能を地域で担っているのかを別途、具体的にご記入ください。

※ 報告マニュアル①の P.4をご参照ください。

2 -4.報告期限

1)報告様式1の報告期限

報告様式 1の締め切りは10月31日(木)です (10月1日(火)受付開始)。

なお、報告様式 1(こデータ不備があった場合、ご修正後の報告様式 1の締め切りは1月17

日(金)です。

2)報告様式2の報告期限

16月診療分であり 7月審査分の電子入院レセプトがある医療機関」の場合、報告様式2

(医療機関A※)の締め切りは1月17日(金)です(12月下旬ダウンロード開始予定)。

「よ記以外の医療機関Jの場合、報告様式 2 (医療機関B※)め締め切りは10月31日

(木)です (10月1日(火)受付開始)。

※ 報告様式1①基本票の「報告様式2の提出方法判定J結果にもとづく区分
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3.報告項目の概要

3 -1.報告様式1における報告項目の概要
※ 詳細は報告様式1記入要領 (1病院用J、「有床診療所用J)をご覧ください。

1) r 1医療機能の選択における考え方jについて

※ 報告マニュアル①をご‘参照ください。

2) rnその他の具体的な項目』の『①構造設備・人員配置等に関する項目jについて

病棟ごとに各報告項目についてご回答ください。

現目例 調査対象時点

許可病床数 令和元年7月 1日時点

平成30年 7月 1日~令和元年6月30日の
稼働病床数

1年間

算定する入院基本料・特定入院料 令和元年7月 1日時点

看護師数、准看護師数、看護補助者数、助産師数等 11 

主とする診療科 11 

平成30年 7月 1日~令和元年6月30日の
新規入棟患者数、在棟患者延べ数、退棟患者数等

1年間

入棟前の場所別の新規入棟患者数、退棟先の場所別
11 

の退棟患者数等

なお、有床診療所の報告項目は、「許可病床数J、「穂働病床数J、「人員配置」、「入院患者

数J、「主とする診療科」等の一定の項目に限り必須となり、それ以外の項目については任意

項目となります。

9 
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3 -2.報告様式2における報告項目の概要

1) rnその他の具体的な項目』の『②具体的な医療の内容に関する項目Jについて

※ 詳細は報告様式2記入要領をご覧ください。

本項目は、診療報酬上の項目に着目して設定されており、集計の対象となるのは、令和元

年6月診療分であり 7月審査分の「入院レセプト」です。令和元年6月診療分であり 7月審査

分のレセプトについては、返戻レセプ卜分等ち含めて可能な範囲でご修正ください。

※ i6月診療分であり 7月審査分の電子入院レセプト」があり、レセプトに「病棟コードjの入力がある

医療機関にお送りするデータには、令和元年6月診療分であり 7月審査のレセプトの一次審査による返

戻分や紙レセプトで請求されている分、介護療養病床において医療の給付を受けた場合の請求分、医療

保険の対象でない公費負担医療単独の場合及び公費負担医療のみの場合や労働者災害補償保険等での診

療行為分等は含まれていまぜん。「修正がある場合の修正後の内容」欄に、追加で計上するレセプト件

数等を含めた合計値を可能な範囲でご記入ください。

※ 令手口元年6月診療分より前の診療分は、 7月審査分であってち含めないでください。また、令相元年6

月診療分であってち、審査月が8月以降となった月遅れのレセプトは含めないでください。

※ 令和元年6月診療分の医療保険の対象でない公費負担医療や労働者災害補償保険等による請求分につい

ては集計されておりません。可能な範囲でご計上ください。

2) 病床機能報告制度に関する電子レセフトへの病棟情報の記録について

※ 詳細は報告様式2記入要領をご覧ください。

令和元年度病床機能報告では、平成28年度診療報酬改定に伴うシステム改修等にあわせて

電子レセプ卜への病棟コードの記録が開始されたことから、報告様式2r II②具体的な医療

の内容に関する項目」についてち、病棟コードにもとづき病棟単位で項目を集計していただ

くこととなります。

電子レセプトへの病棟コードの記録は、許可病床として一般病床およひ療養病床を有し士

おり、電子レセプトにより診療報酬請求を行っている病院が対象となります。有床診療所に

ついては、病棟コードの記録は不要です。

なお、報告対象医療機関が r6月診療分であり 7月審査分の電子入院レセプトJに入力し

た「病棟コードJ(許可病床における一般病床または療養病床分)にちとづき、事務局から当

該病棟コードごとに集計した「報告様式 2 (医療機関A)Jを調査専用サイトよりダウンロー

ド可能です。

10 
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の

/ 

許可病床における一般病床または療護病床分)《電子入院レセフPトへの『病棟コード』

入力有無に係る報告方法》

-病棟コードを全てまたは一部に入力している医療機関:

病棟ごとに集計した確認用データを送付します。内容をご確認いただき、ご報告ください。

病棟コードが未入力分のデータに関しては、医療機関で病棟ごとに集計した上でご報告く

ださい。

-病棟コードが全て未入力の医療機関:

医療機関ごとに集計した f報告様式2Jを調査専用サイトよりダウンロード可能です。内

容をご確認いただき、病棟ごとに集計した上で、ご報告ください。 なお、病棟コードを一部

に入力または全て未入力の病院は、データを病棟ごとにご報告いただく際には、調査専用サ

イトより「報告様式2Jをダウンロードする等してご報告ください(病院のみ対象。有床診

療所は除く)。

県
日

蹴…

~ロ

都道府県毎|ζデーヲ
の引き出し・活用

一一一一ー争 :報告制度の流れ

一一一一' 。古書療報酬請求の流:tl

※収集の根拠や目的を医療法1;:規定

〔
園

出

・

病床機能報告制度における報告・集計等の仕組み(レセプト電子申請の医疫機関の場合)

全国共通のザー1¥
[厚生労働省}

L一一一」

公買負担医疲等
を追加の上返送
[ 1/17(会)まで]

[保険者]

高度急性朗機能、急性期比離能、
回復期機能、慢性期機能

E①1胃造設備・人員配置等
1;:関する項目

報告事頂
(倒)
，許司病床蝕‘部働謂床滋
・看慢師哉、准看護師数.
看麗補助害叡、助産師数害
ー圭とする診繍判
・寓定する入院基本料
特定入院制
高額医療機器の保有杭況

.退院関堕B~P'の陪置
，勤務人量生
・新規入境事者数、在傍J患者
延ペ蝕L退即患者数寄

レセプl情報・特定健診害
情報テ-9ペース・(NDB)

I!=In 

「→
I [審査支払機関]

<参考>

一一一一ー一一一一一+
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4.具体的な事務手続

4 -1.報告様式等の入手

1) 調査専用サイトよりダウンロードする場合(推奨)

報告様式 1および報告様式2 (医療機関 B)(電子レセプトにより診療報酬請求を行ってい

ない、あるいは6月診療分であり 7月審査分の「入院レセプトjがない、「病棟コードJの入

力がない医療機関の場合)は、調査専用サイトよりダウンロードして入手してください。

調査専用サイトへは、下記の厚生労働省ホームページ上のリンクからアクセスをしてくだ

さい。

https:jjwww.mhlw.go.jpjstfjseisakunitsuitejbunyaj0000055891.html 

(厚生労働省ホームペーラ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療>病床機能報告)

① 「政策についてjをクリックしてください。

「，E
E
E
J

一
ク

一

一
ツ

一

山

川

ν

-

一
ク

一

一
を

一

E

l
」
酎
凱

圃

E

て

移

一

一
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ヘ

一
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U

ン

田

E
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一

一

一
策
ペ
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E
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a
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E

・‘

に込
。‘&..!..&:!主主E種........ 企句 刷仲・且 監帽幡町監"'_~.. 4...t_H_I ... 

2.LJt温ιユ 江 南 司

'.1刊 114128 出 且副長..... ι.........ι-且主.!..I:~
.:m;ヨ

血込孟

日開"'R口問 。 色l!lit1;5j!l'.J且且血1.盤温JlONζ.lU A!1昼1U: . lA?~ご~
C1D L!工同司

。 各種助届金・ 奨励金答申調度

，.刊町山 咽 . ， ， ，制 '.，・m 凶 .'11日山 崎・・，..守 同司 。 予買および決盟国硯朝田園聖

。 直預野価 ・挫lIi腎備

② 「医療Jをクリックしてください。

京又' ・ゐ凋.旬U窓口 。~、~b._.υfトマ.'フ ー

i 「分野別の政策一覧 jをクリ i 
i ツクしてページヘ移動 i 

岡崎』ついて

内"'=・.. ζZ益虫こ ・I'lrr.M.R

分野別の政策ー酢

1 IIII_ニ虚血・一、

。岨 e 幽 j'，.. ~ .v=.ーとき竺... ':LLJt1. ・岨

、ー_.ーーーーーーーーー園町四ーー ・'r=ι.at

l百五二3:I'IT -ー--------ー、o!.Jii-ーーーー

l置益二.iUI .u 

一
日ン
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U

山
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一

・
ッ

.

・
リ

唱
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E
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・

一
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動

一

一
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移

岨

一
「
へ

一

'
t
t
B
E
E
-

。三dこ三ム主車玉主JI .‘auillL.]""t_UI

0 ・l!.e!圃

。阻・a・..' n-・'_~JI訟ェa・ • (，.!...." 
i 偉且E猛血2且岨

11証mム盟・ 011・血球酬・

O ~-*...MÐM 
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._‘ ・5・a且fiI . 鍋JdO虫色
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③ 「施策情報」をクリックしてください。

i 「施策'開Jをクリックして 1 
~--------t----Lニ:2TELE---J

-門 医療 --_..ーー
-ーー・・・・..----ー

---_11:-O ~足立A ・昼皇'企I.OXI与I!I・-・'・・4D;盆」・11・-，-園田ー'・-・ ・a星illlム且必=-i上 .-‘・
官H帽のaぃ"・ザーピス.. ・ Clt 4~1..:め lζ

附 trLA7IJ"".C広:日 叫 'U， ( ，.， J凋ぃ~・リー臼 'lt" 11 る ・ とが

でat.1l・Jlα‘'別電illZし ・勺拘んJ.、Sl..tr.'1まで霊での，11¥..111

で ・雫 .で~ z. la. ta・.，てい.. .

(・一?叫o ) 

.・2

.... 

'I!;・dI&
'l!1iio'I!A・a

. "-<ul. 

トピックス -叫皐llA!!血a温L'上t:.半必ι.I .，，_. 

④ 「病床機能報告制度Jをクリックしてください。

施策情報

'出歪匡重 • J1¥18，・周i':'同夜帯leついて

・並盛霊室重注基金

・必歪E蛭盤主盤温室

.医重量全週]E

・医苗ー 支出高い来最F匝串田昌岩田里且霊ムζ盟互

五車且mli!:隼ICついマ

・1茅暗躍帯情輯晴棋掴唐 11支帯桔輯ネ.._， ....)!とついて

.匡血血庄盟主置 -匡室註函

'匡血豆!'.'!盟盤
. 1彦事量IC討けZ暗昨~mrt:首相嗣『勺l 、γ

'21:二乙三玉与量蓋 ' 匡重注ムム~掌盆曹

'溢盤 '畠直医霊峰笠 ー""
'白血豆僅塩産盟盤

.a:血盛昆包A

・1ξき:品， 匡帯植鵬翼手100功毎回について _"". 
-:: ... 

， 持寄~m.(])陣間信也 ICついτ，_... 
~ ;t.M目前田幕前四m珪 砂医眉同開凪:.Q師会、抽leっし叱

， 眠 時 宿仇 閉車le勺 U7 ・ 匡 帯悼軒?頃訴zrm惜i佐について..... 
' 存牢F富 m胤佐 『勺'.'γ '.1当主ヨE広2主i三

一一一一一一一一一一一 _... 

t 1ftI_j~.匠曜を幅寸ヲコ今一 .'-t凪産量亙法広三以エ
~・ー-晶孟白ーー--ー ""-

'!I!時制 服齢軒IC判明躍宇持盆位臼 ・陪担割出 動 親 書 梅田市差!とついて

4与ι-:lL¥玉 _."，.~ ~ _lJ.企孝三三畳 11，てi1，，*，甘 ん仲_ ... 
・鑑ム重重量量盟盤 白，'F ，由自4季世匡需幅回開草捧亘書露

'ーーーーーーー・.::.m底盟!i.盛盆姐犀 i ・医事 什介曹の一徳的口市歪
司・ーーー・・ーー

' 特F特ê\ lë悟'"輯'"師団b~帽副官 砂盟主匡蓋温担

砂 新~白書門医由什掴ih f"Lついて ・畳!!盟達也lIi

1 「病床機能報告制度Jをクリ ! 
〆 iツクしてページヘ移動 i 

⑤下のページが開いたら、画面を下ヘスクロールしてください。

雌蹴 病床機能報告

。重量tnl組阜!:! ・血盟組企 @凶温血雌

令和元年図書床機能報告制度が始まりました.

医療法に基づく義務です.

般病床療養病床を有する病院・有床診療所が苅象となります.

(1 ) 報告栂式1の報告

報告撮式1の受何悶始は10月1日 (火)‘締め切りは、 10月31日(木)です.

(2) 報告織式2の報告

f電子レセプトにより診機量削指求在行っており、 6月診療分であって7月奮査分の電子の久院レセブト

がある医療l盛明jの場合‘報告様式2 (医痛柑閲A)の受付開始は12月下旬予定‘締め切りは‘

13 

: r病床機能報告jというページ i 
iを下にスクロール i 
』ーーーーーーーー圃圃圃圃圃圃・圃圃ーーー圃a
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⑥画面をスクロールして「報告マニュアル、記入要領等のダウンロードJの掲載箇所か

ら、調査専用サイトのリンクをクリックしてください。

時高ミr一ーョヲ7}し九百?A曹 帽3m'"ウヲ円ード I I 

F一一一一一一---------一一一一一{」/'f調査専用サイトのアドレス i 
!..'!!，I!i.，!!胞肋ダウンロード・アップp.;-!.!密翠LfI.:t.i.!:占:.J些幽雌出峰 山 幽 幽 叫i盗幽L・"l : (リンク)をクリックして、 i 
マ7撮主り、臨~i，-iの醐マタワ〉ロード) 古上司蕗静野市帯寝静?問日 I : 一組時 即岡田H1~寸 ro.. '.J 1 -:J::J "-，山・ I !調査専用サイトヘ移動 1 
・聞週飽6 I i.._ーーーーーーーーーーーーーーー・田園J

ダワシロード

!報告マニュアル

，醐描マ- ，-PJl.l自夢帽醐酎'miY桐';-b.1子つでm習う'宵IC勺いT】 rpOF眠守也

，暗揖マーュ7可し2rPDFR;式1

来本年度の報告に当たって償要をまとめた冊子です.

⑦ 遷移先の調査専用サイトでログインをしてください。

!ーーーーーーー園田園圃田圃帽・・・圃圃・1
・ こちら I~令制元即贋Pltl- I圃111m白のウエブヲイトです i ! 
・QJ[joJ1ζ明駒向より凶借れた印刷物lこ紀胞吉れている ログインroと八スワードをご用車くだ古い ! 1 D、，)~スワードを入力し、 i 
・ロクイン 1 0及ひパスワー ドかねJ)、らはい喝合はベーラ下郎のお問い合わ也先 ( .l!/Ill ) まで亀島又は FAXにておß~i

メ ログイン l 
~r I 

~ I ，' 』・ーーーーーーーーー帽ーーーーーー圃_.J
， ，・ーーー-------ーーー-----ー------ー--.1--ーーーーーー、
I _医療側聞のログインID、パスワードを入力してください 1 

' 、

ログインIDr 

パスワード |一一

-E ・E ・-島町z・oI.1.r.'唱E ・E ・

、、ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー..'
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⑧報告様式ファイルの取得(ダウンロード)のメニューをクリックし、ダウンロードした

いファイルを選択してください。

麟描閥蹴撞騒騒髄櫨離器道芸当|
-本ヲイトでは、白血1車州問1の柑街I!!j_tのダウンロード‘白Vファイルのアップ

ロード{純白)‘ II，]I~状況のE閥、 16告側lt 2 (鼠旬隅関川、 宿晋給取σ》タウン
ロード白百110:です.

. R~入~ftn何のダウンロードは‘ If，I ~L列働省の需1同情1Il! 11l告のザイト上

https:llwww.mhlw.go.Jp/stf/selsakunl回uite/bunya/0000055891目html でで

自ます.

・叩í~ 1掴式 1 及UlfI巴Hmjt 2 (阻:m鳩山16)の仰笛飾的IJJりは、 2019年10月31日

(木)です.

・仰f!}t掛l.t2 ( ~I.1l I I~削A) のファイルのダウンロ ド力市"控となるのは、2019年

12月O日 (0)予定です.

四冨 111111('5I'J::"0-1')掴 j
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一

一
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一
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一

「
'
'
B
E
E
E
'
s』

臨翻醸覇覇瞳腫議舗髄E露連立i
副曙E咽圃圃圃圃圃圃圃圃圃E併冒 ..lc1W，.~温E・~Þl!.'è'::..r.盟圃 E"'''''1''''函E副 申岨ト -'"口唖直司1冊掴圃圃圃・6・
幅制lJIIItjのフアイJ!A1YI1.，;.，0ー ド I 

@帽箇繊B:lのExcelファイルをダワシロードしてください.

京ダワンロードするファイルには口院のID.Illwl階!阻名が記秘されています.

見〈あらかじめ記蹴された医療1世間l名 1J'~1尖と異なる栂合は、 お問い合わせ先までお知らせください.

ファイル名 I ，-ーーーーーーーーーーー‘
一 一ーー_J . i 

12345678_R1_11_youshiki1 i ..M・M・-温 室羽田 ' 
， . . 

、・・・n ・・・・・・------"

@飼院が医療縄開61;:践当する場合は、紺告繊>l:2(医療楓闘A)のExcelファイル

をダワシロードしてください.

出IXI1.II世間Aと日の判定!Oi草については、以下の過りです.詳しくは報告織式1の呂

志禦1;:含まれる判定をご信也ください.

・医師他l叫A:6月診郎分であり 7月審査分の「電子入院レセプトjがある医め州

I ~I 

医師悦l刷B 上記の臨時陥1現IAに&!l当しはい底的侃l由

挺ダワシロードするファイルにl草院院のI口、極1車悦IlII名が記議されています.

‘ @同院が医自闘機関AI;:皇室当す轟温合は、紺告柵式2(医痕自由凶A)のEx田 lファイル

をダウシロードしてください.¥、
糟告掛式2 (OCR.il世間A)のダ斗 ロードは 1 2月O日以降可能になります・

P記ダウンロードするファイルには人質院のlD、医押告側l悶名及び6月給額分であり 7

月寄査分の「鼠子λFAレセブトj 討が計した陥!I.!がg~草草されています.
務自院が医叫W~ I凹AIこ l!.l当しない岨E車 『ファイルがありまゼんJと表示されます

ので、 @の報告様式2.-------------圃田園園
フアイJ陪ダウンロ- ~
、[一一1取得したいファイルの「ダウンロ

iードJボタンをクリック(報告様

i式1と報告様式2の2種類のフア

!イルがあります)
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⑨ ファイルを保存してください。「ファイルのダウンロードjというウインドウが表示さ

れたら、必ず‘「名前を付けて保存」ボタンをクリックして、デスクトップなと、のわかり

やすい場所にファイルを保存します。

Jn田 metExplore r 

11_Rl_byouin. xlsxで行う操作を選んで ください。

:阿Icroso仕 OfflceEx母II"'dCrCトEndbled12 

ザイト:ww.....mhlw.go.jp 

聞く(Q)

ファイJIAit.自動保存されまぜん.

ー"-l令 保存a _~--
.~・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ _..!'"-r'-=--=-~ー---ニニニ---ームーニ以二:..~==..:;--戸""==，-ーζ-::::::::::-----=---=-_._=-;;... " !

:1令 名前を付けて保存(d) :- 11 
E・..画官官可.iii白E百耳石面.liolloli百五百・-_.__._._._-一ーーーー一一句ーーーーー1・ ~

| キザシ包レ | 

1必ず f名前を付けて保存Jをク i 
_....斗 リツクして、わかりやすい場所 l 

Jr  jにファイルを保存 i 
..__ーーーーー田園圃園田園ーー四ーーーーー

ih.報告様式フy-{) [.，=a::-5"ウンロードした場所がわからなくなってしまった場合 その後の入力作よ 、!

E アッブロード(提出)作業を進めることができなくなります。ダウンロードファイルの保存先には i 
E 十分ご注意ください。

E ・ダウンロードの際、「名前を付けて保存Jに進まずにそのまま「聞くJことは推奨しません。(フア l 

t イルカTパソコン上の一時フォjレダなどに自動保存されてしまい、あとでファイルを探し出すことが

、 できなくなる恐れがあります。)
/ 

、ーーーーーーーーーー

※ ダウンロードするファイル名は、報告様式の種類に応じて以下のように定めています。

・報告様式 1(病院用) : rll_rl_byouin.xlsxJ 

・報告様式 1(有床診療所用) : r12一rl_shinlγoujo刈sxJ

・報告様式2 (病院・有床診療所用共通) : r21_rl_youshiki2.xlsxJ 

2) 紙媒体入手希望を申請する場合

病床機能報告は、原則、電子媒体の報告様式を用いてご報告いただきます。紙媒体での報

告を希望される場合は、調査専用サイトからダウンロードいただいた様式を医療機関におい

て印刷のうえ、紙媒体でご提出ください。

ただし、インターネット環境が整っていないため報告様式をダウンロードできない医療機

関等、やむを得ない場合は、事務局から紙媒体報告様式を郵送いたします。

紙媒体報告様式の郵送を希望される場合には、「紙媒体入手希望申請書」の所定項目にご

記入のうえ、郵送または FAXにて紙媒体入手希望受付窓口ヘご連絡ください(電話不可)。

ご連絡いただいた医療機関への紙媒体の報告様式発送は、 9月25日(水)以降に開始す

る予定です。ご希望の受付から発送までに 5営業日程度の期間を頂戴する場合があります。

あらかじめご了承ください。
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4 -2.報告様式の記入・不備の確認

報告様式 1および報告様式2について、各報告様式の記入要領をご参照のうえ、各項目

にご記入いただいた後、報告様式 1および報告様式2のファイルの各シートの右端に表示さ

れている赤字の不備内容を確認し、それらを解消したうえで報告内容に不備がないことをご

確認ください。

記入及び確認が終わりましたら、報告様式の提出を行うために必要な CSVファイルを

ご作成ください。 CSVファイルを報告様式 1および報告様式2の Excelファイルから作成

する手順については、以下を参照してください。

①記入及び確認を終えた報告様式については、ファイルを保存したのちrCSV_Rl様式・・・」

と記載されたシートヲブをクリックしてください。

②左上の「ファイル」をクリックしたのち、表示された画面で「名前を付けて保存jをク

リックしてください。

- -・____ ....1IW5'lll!lIIIUl州出山岡山 田 園明 1 . .  

Jパj叫車-L. /.'I'U I相 ペノ レイ刊 l 計，1; s'ヲ ほ問 頃玉 川 1.) P Itlrp-'AI <11毛布 ロコメント

1色 、.J. . ..圃圃圃圃圃圃・ーーーーー_~___..t回国『‘ ー 園料 f.I~. ñ 窃陣ム };.~. 

ιMjhv-E i -% ト 跡 1JL..tI ~'t.岬す

州J1② IフM レ」をクリック 14 1円;
I ~'"卿・ 回 ・ρー

回宙k ~ 
l'lI _ 

GI6 L.・ーーーーーーーー・園田・・帽ーーーー--

1] A B む r; F I- ~ーー・ H J I{ 1. M t.J 
1川l)_i町削，qIJ_lO ，<11.1):血刷qt)s副O{qlJ_a出問。1仁田時 ql.1_n<>回向11，刷1).QI.lJ91_;t qU.凶 .0 q川)a~_1 QIJ_陥)".. ~ ql_1_fax_，s ql_1)l1削 JqlJ 
? Jサンプ11，"'1234田市 111 1111 東京都千，~ mlr .!;;:即季初何 回 1111 1111 田 1.111 1111 Rl bý~ 
3 

10 

12 

同J

~O 

仁二コ

， ， ， ， 
圃圃・ーーー-ーー-，'

CSV.ltltJJlJ hVCIllltl I I!J 
-ーー・圃・園田・・d

11_111_UyOllln_J2J叫c，m叶凶 l.cd 

情報
，ー圃圃・ーー・ーーーーーーー・・ーー圃'

: r名前を付けて保存」を i 
Tクリック !印刷M

L・ーーーーーーーーーーーーーー・・帽J
色 ブ抑制措

フVイル慢の附'1dliilr.-，7ftルの次ω1興白壁槽1lI1，訓..
問聞の ・rr.J舟 !の)IJI行，./>Jント刊は問理事必ElftJ.te.111(~ 
J[ツツ・ . rリヲ 3フ?

IJIK，I，行。JIBJ'.tJ

• n~;r.つ') ./ I 

ブツヴの管理
色 、日山 刊{白色1凶1町
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ー・ーーーーーーーー-'・』園田ーーーーー圃司

i① rCSV_Rl様式・・・ J : 

J と記載されたシ トタフ i 
/l をクリック i 
，，' I I 
〆 』ーーーーーーーーー-.-"園田園ーーーーーー

ω(I:'I - + 1師、.

@ @ I - U 兵

!nWil 
リイス IOU，.IH 
夕刊 11. '1イ I !lf，)~川

'州 、引"品開

~Jní ;1;.泊ηゐηj

間i岨H.口(.J
~ ，，.8M .. ・n"0:11) 

伸M!l:I l ，~ 201"/07Ii!i 1!i:J$ 

娼l"FII除lB 7(110/川11ふ10:1/

間lilF...lーヲーF

l1'lit/l rrt ~lJ)t"賞l

M 附 ρ.
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③拡張子のリストから rcsv(コンマ区切り) (本.CSV)Jを選択してください。

Il_fU_bVtλjin_I2l45678..x1田EXaIf ， @ @ 1 -ロ×

名前を付けて保存

θ 蹴(i?1::J'仇

。酬の酬

白 闘

r Ld 1 

! 11_Rl_bvouln_12J山 76

'n州バイ7・1)市{・昨ゐ}

rxct.J ~.7 れlO3)ヂ' ( ・ 昨 l

CSV U1r -f; (JンマE切っ)(・ csv)

XHlチ-?(・xml)

剛一 Jrイ̂Wdlペ ('mllt，， mll!rnl) 

:1， ~自作 1 

7シ;JYリン刊

: rCSv (コンマ区切り)

パ (*，csv)Jを選択 i 
H凶 1171凹 1そり 孔 1 (・吋1) I~ ~ I 

!，O l (円巳閉}t-M} / L，同園聞ーーー・・・圃・園開・・ーー_.:.1
!tJOIIlT叫 aパス1(''M) ， l' 日.~可ア
同州1λブレマ1;..-1 ")国f.;l('，四 叫 " I fMロhE.xa:1 ~ .O/')~庁・官一一一-32620 山

叩耳石二五百二三二二二=司"12日 2S
旧."~ [' 

信:1K;ャ}り m ドド::n"I;'/C ('，)Iam) [7/12昨 2S

1……23l 
門閣・ tf) DJOI )0:04¥ 
j)cr..-， 1-1 '7'，1 ・州、}

$江ぐ?の'"マ XML).11勾 :.rt (' );'L.... ~ 

η岡山f叩1l，..， 1 .~_， _，・~~ ) yJI2山 古

④ 「保存」をクリックしてください。 ..-ー圃ーーーー・帽圃・圃園田園・ー田園'

11_Rl_byouln_IDo15678，lds)( • EJt国

「保存Jをクリック i 
名前を付けて保存。阻め!とアイ手b

d且 On.D吋v.ーは式会社三

定予 断の跡目

白蝋

i 白 VVpf，>プ目見 列 〉

1 J _Rl_byouln 1ア)1l!:，L78

LC_'!V ~ l>~.li! ln'，)(明吋
型盟盟d:l且k

a刀7J'イ1同町胞のネットヲー畑胞の・JlJiI..tr作n':';b上の司@偽"'~プシヨン・ リシク篭
怯L軍 1• 
.. "1.1'<:1' 

江広範ir.'-6'イ刊は見3伊恒I!んでしh
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旨が表示されますので、 rOKJを「複数のシートを含むフ、ツクをサポー卜していないJ⑤ 

クりックしてください。

× Microsoft Excel 

選択したフFイJ~の種類は複数のシートを含むブ仰をザポー 卜していまゼん。

-選択しているシートのみを保存するJ';;合は [OK)をウリ")1]してく1ごさい.

・ すべてのシー トを保存する場合は、 それぞれのシー トlζ別の名前を付りて保存するか‘ または復訟のシー トをザポー 卜するフFイJ ~の1量類を選択してください.

r圃-----_.旦、r

:1 OK 1:1 
正----二玉三，匂

キ¥'>セル

「保存Jボタンをクリックすると元の Excelファイルと同じフォルダ上に、本 csvフ⑥ 

これで報告様式の提出を行うために必要な csvファイルの作アイルが保存されます。

成が完了します。

csvファイル作成は、報告様式1及び2の各ファイルについてそれぞれ必要となります。※ 
，ーー、

・・・・・・・圃園田..園田盟国 In_ I 2J~5678 C5V f，j'''~l- il l-置圃 IH I1・E・
6共有 ロコメント

国 l申入 ・ 2: . ~'i7 ・
富山II ~~ ・ 回.p. 
凪罰百:・ ~. 

へJI，プ Jコ l品作T' ~ンス ト

困条{'H司措式・

趨テーブルとして忽式岱定-

: I窃 ~1~0)^9イ 11，'

表示

標準 ・l

喝 ・ %， 
←o 00 
00今o

1.1 畝lu

数式 デ-9 ~宜間

三三三~~

喜三 ミE固

に 土三 秒・

配置

ペーラ レイアウト

.111 ・A‘A"

。内・ム-7 . . 

!吊入

h
ソゴ

ι-P3
 

M
 

ム
-ー
ー

2
A
h
dV
4
 

ル

h
日

開

列

d
a1

r
-

t

u

川

ツ

P

F
EEL

H
Y

リ

フ

品

。

MRI 

』国ムJ
 

U
巳スヲイJI，

B I U ・ 1

フ地〉ト

I、 !E24 

1サM L lくJ ..L ト|G し_E_ _ ， _. F 。。日A 

A崎
F
R
Jv

a
U
7
'

o
o

n
習

の
U

'
'
n
，ι
の
A
u
a
q
R
d

a
u
守

'

Q
U

n
u

n
u

'
E

n
d
内

d

A
q

R
J
au

''
''s，t
l
''

唱，‘，
nζ

η
4
内

4
q
4
0
a
NJ

η
ζ

'1 @ J.I_R t_by(l u in_ 1 234~r，78 
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4 -3.報告様式の提出

報告様式 1および報告様式2について、 r2.報告様式の入手から提出までの流れJの r2

-4.報告期限J(P.8)にしたがって、以下の(1 )、 (2)のいずれかの方法でご報告くださ

し'0
なお、 F:AXによる報告横式のご提出は受け付けておりません。

提出いただく報告様式の電子ファイルまたは紙媒体の写しは、令和2年3月末まで各医療

機関にて保管いただきますようお願いいたします。

1) 調査専用ザイト上で報告する方法(推奨)

提出用のcsvファイルは、調査専用サイト上よりアッブロードにてご報告いただけます。

調査専用サイトへは、下記の厚生労働省ホームペーラ上のリンクからアクセスをしてくだ

さい。

https:j j www.mhlw.go.jpjstfjseisakunitsuitejbunyaj0000055891.html 

(厚生労働省ホームペーラ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療>病床機能報告)

① 医療機関ごとに付与された医療機関 1D .パスワードによってログインする必要があ

ります。医療機関 1D・パスワードは、本マニュアルの送付状に記載されています。

(医療機関 ID ・パスワードは、令和2年3月末まで大切に保管してください。)

構輔鱒輔麟鋼醐醗鱒轍轍灘蟻勝
0・ー圃圃圃圃・・ーーーー・圃・ー・圃ー園時

・ごちら1;1.令制l元仔底的L1;情的仰胞のつェフワイトです‘ ' 

・QJfIilに附向より制古川印刷物に刷芭れている、ロクイン 10とパスワードをこITI>iください・ ~ 1 D、パスワードを入力し、 i 
，Jログイン i ・ロクイン 10及びパスワードがわh、らはい喝合1;1，ページ下郎のお問い合わ也先(司5"，悶)晋 C電』品 S1. 1 ~ F AXにてお問1

~' I 

" I " I..__園田・・園田圃圃・ーー・園田___J
，"ーー・圃圃園圃ー・ーーーーーーー圃圃圃圃ーーーーーーーー-~・・・・・・・園、、

I _医措置IJI聞のログイシlD、パスワードを入力してください 、

ログインID[

パスワード |】

タ

タ

ケ

ケ
・

字

字

数

数

一

央

角

角
半

半

※

米

、
i
f
l
J
1
1白

-・・・・・・・".&:~C‘-
、，

、h ・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'ーーーーーーーーーーーーーーー..'
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② csvファイルの提出(アッブロード)のメニューをクリックし、アップロードしたい

ファイルを選択してください。選択し終えたら、「上記ファイルを提出するJをクリッ

クしてください。一 軒 -で 三出~七.ζr土J 万U一J芯一弘珂罰
由凶省省: l .エ五.ニ孟11λ;二λ;5度悶…病鰍悶…床……J一勉' --_  ... _...._守~主より~、-べ ‘山告が ー注--、 IIIOJl一唱え‘ . 

-本サイトでは、白庖相川!則の相自悩itのタウンロー ド‘ 臼Vファイルのアップ

ロード(似倍}、l日山状況の!1f1ll.I自信1i11;:t2 (医1111咽間的 ‘布宵『占拠のタウン

ロードが司1肥です.

E111':7)1'1//A)!lJ1I (9':1::-0-1"'1 

. ，eλ 'l:' r.n(，のダウンロードは、 ~言生労働省の柄I;~I週l匝9日広のサイト上

https:llwww.mhlw.go.Jp/stf/selsakunl匂ulte/bunya/0000055891.htmlでで

8ます.

.Islli制点1及ひ仰信仰lt2 (!NIf(!縄問日}の仰箇締め切りは.2019年10月31日

{木)です.

illE璽 'y:;10-1"')置 j
・ tfH~H園式 2 (!Nl刺lilJIIA)のファイルのダつンロードが司舵とはるのは、2019年

12月08(0)予定です. 也竺一一一一色l、

: csvファイルの提出(アップ口 i 
jード)のメ二一山ク i 
』・・・・・ーー・・・・ーーーーー・・ー・・・・・・・・・ー・・4

騨珊鵬置翻富覇鵡寵覇臨襲警顎l

田恒... -ーー園町咽 E 口 島民恒・z・JIf._州o'r.::酒田3・置・ぼ，.~・..，・E・副Eヨ園球・・闘・・・・・・~ EJコ回 ':I.，~ ! 仲・・・・・・6・

出品出与一一一一一一一一一一一一】ー」
ψ脚 内密在聞したExcc!ファイルから刷用の仰を作風してくだ古い. i 
}!iExcelの柑巴阿古由ファイルから日VファイJしの作成町仕方が分か告ない'll色はこ宮日菅ご覧ください I

②纏出したいファイル在、 r.照」ボタンを仰して』固定しτください. (以下の3つのうち、 "告が~・なもの4 提 出 し た い フ ァ イ ル の 「参 照 Jボ
:)1幽したいファイル名聖再開 し、 『上記フアイ 崎提出するJ聖クリW してください・ i タ シ をク山クし、提出 用 の

れアッブロー ド事るファイルl革、 いずれむE)(celの報告械式のコァイルそのままではなく、そこから rcsv用」と岡島れたト ト~ csvファイルを指定

αvファイルが対島となり耳す I
r、Excelの柑邑!1ll:のコァイル力、ら臼vファイルの作成の仕方が分力、告ないl掴告はこ古らをご覧くだ古い I

派 l明1~liJAに附するl開11U'~1ι 1 2月下旬以附のレセフトデータiè踊hファイル由タウ〉ロー ドをした師、 鞭惜告{柑糊犠軒~jt式z口2 を也L_一.一-一-一圃一-一圃一.一-一-一-一.一.一.一. 
滋洲州l附M出o由3凋期のフアイJルレ名の臨t坊りまぜん出抗‘ l附餅拙出したフアイJルレ州寺定で色師るようにして〈だ吉い. / ， 

，ーーーーーーーーーーーーー--------ーーーーーーーー・早田町・ー-01・・ー圃・ーーーーーー---.... ， 、
紺制糊附叩…f佑似制品剖叫f悌晶

蜘……ω附叩式担2!ド! 回 一 四 !
報告跡 外申告 {L - r - ー --- _ .置J

、・----------------------------------圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.. 

-・・・õf ，，"~"j哩r.l IJJi祖.... ・・・
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圃両閣E圃圃圃圃圃圃圃圃圃園町釘圃 E1!S:.."'UI1咽厩JI.JI:"I副JIi，lll~ E・4・，.，~姐E・E ・zゅlhll副・・・・・.~・ 量四コ珊相叫3附・・・・.tl・
|臨 闘 の 四 フアイJ同アッブロード | 

①細島内曹を:a磁したExcelファイルから11出周のcsvを作風じてください.

セ1 EKcelの側面 Ib，O)ファイルIJ、'3c:;vファイJ~の作成の仕方Ift'ñ})'らはい唱古l'にちらをご覧く疋苫い.

②姐出レたいファイル在、 『・照」ボタン在仰しτ1固定してくだ古い. (以下の3つのラち‘"告が必璽なちののみ.ファイル在細定して〈だ古い}

cvlll出したいファイル名在再帽留し、 『土日ファイル司~II出する』をクυックしてくだ古い.

おアッブロー ド嘗るファイル1 ;1.、いずれt;Exce la) 9~笛怖式のファイルそのままでI~ IJ く‘モこh、ら rC5VftlJ と閉伊れたシー ト邸内在切り出して生成した

C5Vファイルが対曲となります.

米EXcelの凶告t晶.l1;即コァイル力、5csvファイルの仰ru'の仕方が分からない則合はこ吉らをこ賞くだ古い.

※殴'allll聞Aに版当するl圃照1見聞師、12月下旬以崎由レセブトデタ記飽清Jtファイんのヲウシロードをしたの吉、報告柵it2をご提出ください.
※IH出の聞のコアイル名めIHlEは寄りまゼん/J¥聞出したファイルh司事置でEさるようにしてくだ古い. r・圃・圃圃圃・ーーー・・園田園E 圃圃----.

紺倍4畢式l

報告限式2 仁二二二
報告対象外申告

j「即山を提出するjをク i
i リックし、提出 i 

-一三L一一-一-j， ， 

，圃圃圃ーーーーーーーー・圃圃圃園周 ， 
i 1 ' 
!圃E且適幽盟主掴臼園 i
、岨・・圃・圃・・圃圃圃岨帽圃・ーー'

， 
， ， 

-・・圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・、IJ官、

「 ・同ーの報告様式に関して複数のファイルがアッブロードされた場合は、最新のアッブロード l
i ファイルが有効となります。 I

、ーーーーーー田ーーーーーーーーーー司ーーーーーーーーーーーーーーーーーー-'
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③ アップロードが正常に実行された場合は、画面に「報告が完了しましたJという旨が表

示されます。成否をご確認ください。アップロードが実行されなかったファイルについ

ては、赤字でその旨が表示されます。

Eb曙耳目圃圃圃圃圃圃圃圃圃I"f.i冨 EM・!tr t'" 恒~iI:;"'lI!f... llat!・E ・-E・四'.. -圃副向、措置圃圃圃- E.1.1::明日新.".~t1\;_ーー・6・

稽 制 式の四万イJ凶アッブロード 目

①報告内容在:a慨したExcelファイルから温出用のcsv在作aしてくだ古い.

括採Exce lの輯告様式のコアイルから臼Vファイルのi乍周の仕方が分か呂屯い嶋畠I~己ち白をご見くだ芭い.

@提出したいファイル在‘ r.照』ポヲン在押しτ指定して〈ださい. (以下の3つのうち.ta告が<&要な告ののみ.コァイルを指定してくだ吉い}

@提出したいコァイル名を再確隠し、 r..t:記ファイル在侵出する』在クリックしてくだ古い.

ザアップロ ドするコアイJ~I~、 いずれちEx田1由組問惚Zのファイルそのままでは駐〈、 そこから rcsv用j と蹴かれたシー ト割分を切り出して韮庇した

csvファイルが剖象となります.

援Excelの帽白1量式回ファイルから巴Vファイルの作成田仕方!J<分かちない咽古はこちらを己nください.

※_ IR/IQAに担当する匡11'.11*聞は‘ 12月下旬以間的レセブトデータ記舵精みファイJf，O>タワンロードをしたのち、号11苗凶.it2をご陸出ください.

泌促JH白隠由ファイル名目指定I~ありませんが、 提出したファイルが特定できるようにしてください.

，ーーーーーーーーーー・ーーーー-ー
B 

I ._J-~:.."i~.1・"'. ;r.，.. ・・・・ ' 
E 目

、ーーーーーーー薗ーーーー・ーーーー'

④ 報告内容の不備については、ファイルをアップロードした翌日以降に報告状況の確認

のメニューをクリックし、不備件数等を確認してください。

-本サイトでは、 自由1'.lll世間1<1.:>相自liJ!ltのダウンロード.巴Vファイルのアップ

ロード {純白)‘ l岨山状況のr<<民..附告側It2 (!亙煽情問IA) 、 府fI'~!品のタウン

ロー ドが可In'です.

. !è入世間刊のダウンロードは‘ l理生9，働省のml- t蝿舵I~岱のtナイト上

hllps://www.mhlw.go目jp/stf/seisakunl也ulle/bunya/0000055891.html でで

岱ます.

・仰広峨式1及ひIn白1植，¥:2 ( IX !刷用 f~I B ) のIfJ倍締め切りは. 2019年10月31日

(木)です.

.HH主l晶it2 (阻繍IIU削A)のファイルのダウンロード力市fI距とはるのは‘2019年

12月O日 (0)予定です.

m向b-Sあ五茄6tt I fぉrr…Jすお虹l
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E1Ilt771'JLAI).... (9":"0-1') 圃

E 771')14i~ (，.，，:10-1-') ・監薗

i一一一一 ralj 、
、、
、、、

「ーーー圃圃・圃・ーーーーーーーー・・園自由τ

!報告伽確認のメニークリ i
ツク i 

L圃圃・園田ーーーーーーーー圃・ーーー---J
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なお、調査専用サイトにおけるセキュリティ対策については次のとおりです。

・事前に配付された医療機関 1D及びパスワードによるユーザ認証を行い、アップ口一

ドサイトへの不特定者からのアクセスを制限します。

・病床機能報告様式データの流出リスクに対しては、医療機関とのインターネット経由

のデータ送受信を政府推奨暗号化アルゴリズムのSSL通信で暗号化することにより

防御します。

4・調査専用サイト環境において適切な負荷分散などを行い、アクセス集中による障害・

遅延を回避します。

・ 障害などによる調査専用サイト上のコンテンツやデータの消失リスクに対しては、パ

ツクアップ及び遠隔地保管の措置を講じます。

2)紙の様式を郵送する方法

インターネット環境が整っていない等の理由によりアッブロードが困難な医療機関は、提

出用ファイルを記録した紙の様式を返信用封筒にて、ご送付ください。

24 
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5.疑義照会窓口

病床機能報告の報告作業におけるご不明点に関する疑義照会窓口は、下記のとおりとなり

ます。疑義照会内容を正確に把握するため、電話またはFAXにてお問い合わせください。 FAX

でのお問い合わせに当たっては、医療機関 10、医療機関名、担当者名、所在地、電話番号を

必ずご記載ください。

本報告マニュアル、各報告様式の記入要領等の各種関連資料をご参照いただいたうえで、

それでちなお不明な点がある場合にお問い合わせください。また、病床機能報告の対象医療

機関以外からのお問い合わせには回答ができません。あらかじめご了承ください。

インターネット環境がない等の理由により車倣菜体報告様式の入手を希望される場合は、電

話または FAXにて10月31日(木)までに事務局ヘご連絡いただき、 FAXの場合はご記入され

た「紙媒体入手希望申請書Jをご送付ください。

※ 医療機関 1Dは9月 18日(水)に医療機関あてに発送予定の「報告マニュアル」の送付状に記載され

ています。

厚生労働省 「令和元年度病床機能報告J事務局

(委託先:株式会社三菱総合研究所)

疑義照会窓口

電話(フリーダイヤル)0120-989-459 [平日9:30"""17:30受付]

FAX 0 3 -6 8 2 6 -5 0 6 0 [24時間受付]

※ FAXでのお問い合わせに当たっては、医療機関 1D、医療機関名、担当者名、所在地、

電話番号を必ず記載のうえ、お問い合わせください。

25 
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l 令和元年度病床機能報告『報告対象外医療機関J申告書 | 
※この申告書は、令和元年度の報告が対象外となる医療機関のみご提出ください。 FAX: 03-6826-5060 

。賃院名

。10 (報告マコi'J~送付状

に記載の8桁コード)

。医療機関住所

。回答者 氏 名

部署名

，連絡先

T 

. 

院の[令和元年7月1日時点]における病院・有床診療所の種別、一般病床あるいは療養病床の許可病床の有無、一般病床あるいは療獲病床の許可病床があ

[休i涜・廃院]あるいは[全許可病床を返還(無床診療所ヘ移行)1の実施(予定)についてご記入ください。目""̂H 局面 OU

①病院・有床診療所の極別目

②一般病床または僚rm.lJ床の許可病床の有無.

庄一坦即日り』雌 】
問凶…休伽…のか日一寸叶自般…E
ご記入〈ださい。

1.病院 2.有床診療所

1有り 2.無し

許可病床数(一般病床)

許可病床数(療費病床)

該当番号司(1

核当番号=今(3)

政当番号司(4)

副 主量皇笠置i冒E理費工主」壱QJO)期金
令耳目元年度中lこ[休院・廃lll1itlあるいは[全許可病床返潟.

1.休院・廃院済又は予定 2.全許可病床を返還済み又は予定

(無床診痴所への移行111する勾合は、選択肢と実施 . 

(予定)年月をご司入ください。

送主匿の~主魁立健闘と旦里主盟主u.

3.休院・廃院、全許可病床の

返還の実施(予定)なし

実施(予定)がある場合

の実施(予定)年月

2.令手口元年度病床機能報告で報告対象外となる以下の医療機関に核当するか否かについて、ご記入ください。

1.刑事施設等や入国収容所等の中に設けられた医療機関 2.皇室用財産である医療機関(宮内庁病院)

3.特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行ラ医療機関であコて、保険医療機関でない医療機関

4.一般開放されていない病床のみの自衛隊病院等 5. 自衛隊医務室

6.上記のいずれにも該当しない

。上記の回答が以下のいずれかに該当する場合は、令手口元年度病床機能報告は

日E宣塑墾畳』となります。

.1. ー②がr2.無しJの場合

.1. ー④で令手口元度中にr1.休院・廃院j斉文は予定jあるいは

r2目全許可病床を返還済み文は予定Jの場合

.2.報告対象外となるrlJ ~r 5 Jのいずれかに該当する場合

※Excelでご困答の場合は、右記の報告対象判定をご確認ください。

=争

《設聞は以上になります。ご困答、誠にありがとうご古いました。》

一司(6仁ゴ

月
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令和元年度病床機能報告

「報告対象外医療機関j申告書 記入要領

目 『報告対象外医療機関』申告書の概要

(1) r報告対象外医療機関」申告書の目的

この「報告対象外医療機関j申告書は、令和元年 10月からの令和元年度病床機能報告に先だち、円

滑な報告を実現するために、報告対象外医療機関である場合にご提出いただくちのです。 r報告対象外

医療機関」申告書の所定項目にご記入のうえ、 9月 30日(月)まで(必着)に事務局あてにご提出く

ださい。

「報告対象外医療機関j申告書の提出が必要な場合

0 令和元年度病床機能報告の実施依頼があった医療機関のうち報告対象外医療機関である場合

(2) r報告対象外医療機関」申告書の提出方法

「報告対象外医療機関j申告書のご提出は、下記のいずれかの方法により行うことが可能です。

(上記(1 )に該当しない医療機関は、ご提出は不要です。)

「報告対象外医療機関j申告書の提出方法について(下記①、②のいずれかにより

ご提出ください。)

①厚生労働省「病床機能報告」ホームページ上に設置された専用ペーラから「報告対象外医療機

関J申告書をダウンロードし、 Excelファイル上で回答・保存のうえ、報告マニュアルを参照

し、アッブロード用ペーラからアップロードすることによりファイル提出

https : jjwww.mhlw.go.jpjstfjseisakunitsuitejbunyaj0000055891.html 

(厚生労働省ホームペーラ>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>医療>病床機能報告)

②同封の紙媒体様式ヘ記入し、同封の返信用封筒にて郵送または(3 )の窓口に FAXにて提出

(3)疑義照会窓口

「報告対象外医療機関j申告書に関してご不明点がある場合には、下記の疑義照会窓口までお問い合わ

せください。

「令和元年度病床機能報告j事務局 疑義照会窓口(委託先:株式会社三菱総合研究所)

電話(フリーダイヤル)0120-989-459 [平日 9:30"""17:30受付]

FAX番号:0 3 -6 8 2 6 -5 0 6 0 [24時間受付]

※番号のお間違えには十分ご注意ください。

1 
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固 記入の手引き

・貴院の医療機関名称や、事前に送付する案内文書に記載されている医療機関 1D、医療機関住所、本

報告のご担当者、施設種別、許可病床の有無等について、施設管理者および事務部門の担当者がご記入

ください。

。貴院名 I 貴院の医療機関名称をご記入ください。

。10 (報告マ二ユアjレ| 本書と同時に送付した報告マニュアル送付状のうち、貴院の住所が印字されている用紙

送付状に記載の8桁 |に記載されτいる医療機関 10 (数字8桁)をご確認のうえ、ご記入ください。

のコード)

。医療機関住所 | 貴院の郵便番号、所在地をご記入ください。

。回答者 1 報告内容についてお間合ぜする場合がありますので、ご担当者の氏名および部署名、電

話番号、 FAX番号、 e-mailアドレスについてご記入ください。

1.病院・有床診療所の| 令和元年7月1日時点における貴院の病院・有床診療所(診療所・歯科診療所)の種別を

種別 |ご記入ください。

また、施設種別が【病院]の場合は、事務局から送付する病棟票の部数をお知らゼいた

だく必要があるため、報告対象となる一般病床または療養病床を有する病棟激をあわせて

ご記入ください。

※病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の 1単位をもって病棟と取り扱いま

す。ただし、特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4、地域包括ケ

ア入院医療管理料1から4を算定する場合は除きます。)を算定する治療室・病室について

は、当該施設基準の要件を満たす体制の 1単位をちって病棟として取り扱います。また、

休棟中の病棟であっても許可病床として一般病床・療養病床を有する場合は、 「病棟票」

の作成が必要です。

①病院・有床診療所

の種別

一
明
床

引

病
劃

何

・4
n
1
-
z
-

ロ

痢

の
Y

没

床

無

↓

病

有

②

養

の

③許可病床数

④令和元年度中に休

院・廃院・全許可病

床を返還する予定

令和元年7月 1日時点における、貴院の病院・有床診療所(診療所 ・歯科診療所)の種

別をご記入ください。

令和元年7月 1日時点における、貴院の一般病床または療養病床の許可病床の有無をご

記入ください。

許可病床とは、令和元年7月 1日時点で、医療法第7条第 11頁から第31.貢にちとづいて

開設許可を受けている病床をいいます。基準病床数制度で特例とされている特定の病床等

ち含めて有無をご判断ください。また、一般病床あるいは療養病床を有しているちのの休

床中の病床、医療保険の対象でない公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事業としての

医療、自賠責、治験、人間ドック、母体保護法、その他の自由診療等での入院者、介護保

険の対象である介護療養病床における医療等を行う病床についてち、 「有り」としてご回

答ください。

【上記②の許可病床が r1 .有り」の場合]

令和元年7月 1日時点における、貴院の一般病床、療養病床それぞれの許可病床数をご

記入ください。

【上記②の許可病床が r1 .有りJの場合】

休院・廃院済みである、又は全許可病床を返還(無床診療所へ移行)済みである、ちし

くは令和元年度中に休院・廃院、または全許可病床を返還予定である場合には、該当番号

を選択の上、実施年月または予定年月をご記入ください。

※ 「休院jは、入院の取扱いがない「休床」とは異なります。
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、、

2.報告対象外となる医 | 令和元年度病床機能報告において、報告対象外となる í1J~í5J のいずれかに該当

療機関 |する医療機関である場合、当てはまる選択肢をご回答ください。いずれにも該当しない場

合(報告対象の医療機関である場合)は i6.上記のいずれも諒当しないJを選択してく

ださい。

なお、 i3Jについて、特定の事業所等の従業員やそのご家族の診療のみを行う医療機

関であって、保険医療機関でないものについては、地域における病床の機能分化・連携の

推進の対象とはならないものであるため、病床機能報告を省略してち差し支えないことと

されています。

また、自衛蹄病院等であっても、一般開放している場合は報告対象となります。

。病床機能報告の報告 | 上記の 1および2のご回答をちとに、令和元年度病床報告における報告対象/報告対象外

対象判定 |の判定を行います。

(Excelでご回答の場 I Excelファイルの「報告対象外医療機関J申告書でご回答の場合は、上記の 1および2の

合) Iご回答結果をもとに、 「病床機能報告の報告対象判定jの欄に「報告対象Jまたは 「報告

対象外」のいずれがが表示されます。

紙媒体の「報告対象外医療機関」申告書でご回答の場合は、以下のいずれかに該当する場

合に「報告対象外」となり、それ以外の場合は「報告対象」と判定されます。

【報告対象外となる場合] (以下のいずれか)

. 1. ー②が i2.無しJの場合

. 1.一④で令和元年度中に i1.休院・廃院済又は予定Jあるいは i2.全許可病

床を返還済み又は予定Jの場合

. 2. 報告対象外となる í lJ ~í5J のいずれかに該当する場合
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令和元年度病床機能報告

FAX: 03-6826-5060 

令和元年度病床機能報告紙媒体入手希望申請書

-報告様式1、報告様式2の紙媒体を希望される医療機関は、以下の項目をご記入いただき、郵送もしくはFAXで申請をしてください。
事務局より紙媒体の報告様式をお送りいたします。

・この用紙は報告様式ではありません。報告は報告様式1、報告様式2の両方をご提出ください。

。寅院名

。1D (報告とlll~送付状

に記載の8桁コード)

。医療機関住所

。回答者
氏 名

部署名

連絡先

。病院・有床診療所の種別

1. -， I 

電話番号 1::1 

1.病院 2，有床惨療所蔵当番号司 (1)

1 -I 1 -I 

痘匿金担金、
報告対象病棟数

(※有床診療所は記載不要)

貴院におげる[令和元年6月診療分であって7月審査分の入院レセプ卜】について、ご記入ください。

①令草口元年6月に一般病床または療養病床に入院した
1.有り 2.無し

I 
該当番号=今(2)

患者の有無

I ， . ②①のうち、一般病床または医療療餐病床
1.有り 2.無し 該当番号司(3)

(介謹療養病床を除く)に入院した患者の有無

③②の入院患者の6月惨療分について7月審奮の
1.有り 2.無し 該当番号=今(4)目

~療報酬請求の有無

④③の診療報酬請求時のレセプト種別 a E ・
1.全てまたは一部を亀子レセプトにより績求

2.全て紙レセプトにより請求または
該当番号司(5)

診療報酬の請求無し

-報告様式2の送付時期

※報告様式2は、【医療機関A】と【医療機関B】の別により、紙媒体をお送りする時期が異なります。

【医療機関A]

0上記の回答がすべてr1. Jに該当する場合は、【医療機関A】となります。「報告様式 1Jをお送りした後、「報告様式2Jを
12月末に事務局よりお送りいたします。

【医療機関 B]

0上記の回答のいずれかがr2. Jに該当する場合は、【医療機関B】(休棟中の病棟、休床中の有床診療所もご報告が

必要です。)となります。「報告様式1Jと「報告様式2Jを同時に事務局よりお送りいたします。
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令和元年度病床機能報告

紙媒体入手希望申請書記入要領

目 紙媒体入手希望申請書の概要

(1)紙媒体入手希望申請書の目的

病床機能報告は、 I原則、電子媒体の報告様式を用いてご報告いただきます。紙媒体での報告を希望さ

れる場合、厚生労働省ホームペーラ上に設置された専用ペーラからダウンロードいただいた様式を医療機

関において印刷のうえ、紙媒体で提出いただくことが可能です。

ただし、インターネット環境が整っていないため報告様式をダウンロードできない医療機関等、やむ

を得ない場合は、事務局からの紙媒体報告様式の郵送を希望いただくことが可能です。

ご連絡いただいた医療機関への紙媒体の報告様式発送は、ご希望の受付から発送までに5嘗業日程度

の期聞を頂戴する場合があります。あらかじめご了承ください。

(2)紙媒体入手希望申請書の提出方法

紙媒体入手希望申請書へ記入し、同封の返信用封簡にて郵送または (3)の窓口に FAXにてご提出く

ださい。

(3)疑義照会窓口

紙媒体入手希望申請書に関してご不明点があ否場合には、下記の疑義照会窓口までお問い合わせくだ

さい。

「令和元年度病床機能報告J事務局疑義照会窓口(委託先:株式会社三菱総合研究所)

電話(フリーダイヤル)0120-989-459 [平日 9:30-17:30受付]

FAX番号:0 3 -6 8 2 6 -5 0 6 0 [24時間受付]

※番号のお間違えには十分ご注意ください。
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目 記入の手引き

・貴院の医療機関名称や、事前に送付する案内文書に記載されている医療機関 1D、医療機関住所、本

報告のご担当者、病院・有床診療所の種別、入院患者の有無、診療報酬請求の状況等について、施設管

理者および事務部門のこ'tf!当者がご記入ください。

。貴院名 | 貴院の医療機関名称をご記入ください。

。1D (報告マ=ュアjレ| 本書と同時に送付した報告マニュアル送付状のうち、貴院の住所が印字されている用紙

送付状に記載の8桁 |に記載されている医療機関 1D (数字8桁)をご確認のうえ、ご記入ください。

のコード)

。医療機関住所 | 貴院の郵便番号、所在地をご記入ください。

。回答者 | 報告様式をお受取りいただくご担当者の氏名および部署名、電話番号についてこ記入く

。病院・有床診療所の種

別

1.入院患者の有無、診療

報酬請求の状況

①一般病床または療

養病床に入院した

患者の有無

②①のうち、一般病床

または医療療養病

床に入院した患者

の有無

ださい。入手希望申請書に記載の内容についてお問合せをする場合があります。

令和元年7月1日時点における貴院の病院・有床診療所(診療所・歯科診療所)の種別を

ご記入ください。 ー

また、施設種別が【病院】の場合は、事務局から送付する病棟票の部数をお知らぜいた

だく必要があるため、報告対象となる一般病床または療養病床を有する病棟数をあわせて

ご記入ください。

※病床機能報告では、病院の各病棟における看護体制の 1単位をちって病棟と取り扱いま

す。ただし、特定入院料(特殊疾患入院医療管理料、小児入院医療管理料4、地域包括ケ

ア入院医療管理料1から4を算定する場合は除きます。)を算定する治療室・病室について

は、当該施設基準の要件を満たす体制の1単位をもって病棟として取り扱います。また、

休棟中の病棟であってち許可病床として一般病床・療寄丙床を有する場合は、 「病棟割

の作成が必要です。

貴院における令和元年6月診療分であって7月審査分の入院レセプトについて、ご記入く

ださい。

令和元年6月に貴院の一般病床または療養病床に入院した患者の有無をご記入くださ

なお、一般病床または療養病床に入院したショートステイ利用者、正常な妊産婦、院内

で出生した正常な新生児、生母の入院に伴って入院した健康な新生児文は乳児、公費負担

医療、労災保険制度や労働福祉事業としての医療、自賠責、治験、人間ドック、母体保護

法、その他の自由診療等での入院者、介護療養病床への入院患者等、診療報酬請求を行っ

ていない患者についてち含めて有無をご判断ください。

上記①のうち、令和元年6月に貴院の一般病床または医療療劃丙床(介護療養病床を除

く)に入院した患者の有無をご記入ください。

なお、一般病床または医療療養病床(介護療護病床を除く)に入院したショートステイ

利用者、正常な妊産婦、院内で出生した正常な新生児、生母の入院に伴って入院した健康

な新生児又は乳児、公費負担医療、労災保険制度や労働福祉事業としての医療、自賠責、

治験、人間ドック、母体保護法、その他の自由診療等での入院者、診療報酬請求を行って

いない患者についてち含めて有無をご判断ください。
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③②の入院患者の6

月診療分について

7月審査の診療報

酬請求の有無

④③の診療報酬請求

時のレセブト種別

。報告様式 2の送付時

期

上記@の入院患者のうぢ、令和元年6月に貴院の一般病床または医療療養病床に入院し

た患者について、 6月診療分に係る7月審査の診療報酬請求の有無をご記入ください。

介護療養病床において入院のみであるために入院外レセプトで請求を行ってい否医療機

関、6月診療分を8月以降の審査で請求している医療機関については、 r 2.無しjをご

記入ください。

上記③の診療報酬請求時に「全てまたは一部を電子レセプトにより請求Jしたか、 「全

て紙レセプトにより請求または診療報酬の請求なしjであったかについて、ご記入くださ

い。 r電子レセブトにより請求」とは、オンラインまたは電子媒体(フレキシブ〕レディス

ク (FD)、光ディスクMO)、光ディスク (CD-R))で請求を行っている場合を指します。

報告様式2は、【医療機関A】と【医療機関B】の別により、紙媒体をお送りする時期が

異なります。

【医療機関A】

上記1.の回答がすべて r1. Jに該当する場合は、【医療機関A】となります。「報告様

式1Jのみをお送りした後、「報告様式2Jを 12月末に事務局よりお送りいたします。

【医療機関B】

上記1.の回答のいずれかが r2. Jに該当する場合は、【医療機関B】(休棟中の病棟、

休床中の有床診療所ちご報告が必要です。)となります。「報告様式 1Jと「報告様式2J

を同時に事務局よりお送りいたします。

3 

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/




